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第1. 総論 
1.1 モニタリング基本計画の位置づけと目的 
本モニタリング基本計画書（案）は，宮城県上工下水一体官民連携運営事業（み

やぎ型管理運営方式）（以下「本事業等」という。）の実施期間中，「民間資金等の

活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成 11 年法律第 117 号。

以下「ＰＦＩ法」という。）に基づき選定された運営権者が，宮城県上工下水一体

官民連携運営事業（みやぎ型管理運営方式）公共施設等運営権実施契約書（以下

「実施契約」という。）に定められた業務を確実に遂行し，かつ，宮城県上工下水

一体官民連携運営事業（みやぎ型管理運営方式）要求水準書（以下「要求水準書」

という。）に定められた基準を安定的に遵守すること（以下「実施契約等の履行」

という。）を確認するための基本的な考え方及び内容を示すものである。 

 
1.2 モニタリングの基本的な考え方 

モニタリングは，①運営権者によるセルフモニタリング，②宮城県（以下「県」

という。）によるモニタリング及び③（仮称）経営審査委員会によるモニタリング

からなる三段階モニタリングにより，運営権者による適切かつ確実な事業運営を

確保する。 

具体的には，運営権者は，県が設定した要求水準を遵守する運営方法を，自ら

の責任と判断において設定し，事業を運営する。運営権者はセルフモニタリング

を行い，県にその結果を報告する。県及び（仮称）経営審査委員会 1は，要求水

準の遵守状況をモニタリングし，結果を運営権者にフィードバックして，運営権

者は必要に応じて運営方法の見直しを行う。 

 
1.3 モニタリングの体制 

モニタリングは，運営権者によるセルフモニタリング，県によるモニタリング

及び（仮称）経営審査委員会によるモニタリングの三段階により構成される。 
 
① 運営権者によるセルフモニタリング 
運営権者は，要求水準を遵守するため，自らが作成したセルフモニタリング

実施計画書に基づき，本事業の運営状況が要求水準を遵守しているかについて，

セルフモニタリングを実施する。 
 

② 県によるモニタリング 

                                                   
1  外部専門家等から構成される本事業等のモニタリング等を行う委員会をいう。なお，（仮称）経

営審査委員会については，今後，県の条例に基づく附属機関とすることを検討している。 
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県は，運営権者から提出された書面及び会議体において運営権者からの報告

を受け，経営状況及び要求水準の達成状況について確認・監視を行う。また，

県が必要と判断した場合は，県は現地確認や抜き打ち検査を実施する。 
 
③ （仮称）経営審査委員会によるモニタリング 
（仮称）経営審査委員会は，運営権者によるモニタリング結果及び県による

モニタリング結果の確認・監視を行う。（仮称）経営審査委員会は，本事業の運

営状況について，中立的な立場で客観的な評価・分析を行い，県及び運営権者

に対して意見を述べる。県及び運営権者は，（仮称）経営審査委員会における意

見を尊重して事業運営に当たる。 
 

1.4 三段階モニタリングと各種モニタリング計画の関係 
1) セルフモニタリング実施計画書 

運営権者は，モニタリング基本計画書（案）に基づき，セルフモニタリングに

関する計画として，以下の事項等を定めたセルフモニタリング実施計画書を作成

する。 

なお，運営権者は，当該計画書の案を本事業開始予定日の 90 日前までに県に

提出し，当該計画書の内容を本事業開始予定日の 30 日前までに確定するものと

する。 

① セルフモニタリングの概要 

② セルフモニタリングの体制等 

③ セルフモニタリングの実施手順 

④ 要求水準違反があった場合の改善計画等 

⑤ セルフモニタリング結果の情報公開 

 

2) モニタリング実施計画書 

県は，モニタリング基本計画書（案）及びセルフモニタリング実施計画書を踏

まえ，運営権者との実施契約締結後，運営権者と協議し，以下の事項等を定めた

モニタリング実施計画書を作成する。 

① モニタリングの体制等 

② モニタリングの方法 

③ モニタリングの内容 

④ 契約内容の遵守状況に応じた措置 

 

三段階モニタリングと各種モニタリング計画の関係を整理して，図1-1に示す。 
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図 1-1 三段階モニタリングと各種モニタリング計画の関係 

 
1.5 モニタリングの対象業務 

モニタリングの対象業務は，以下のとおりとする。 

1) 義務事業 

① 経営に関する業務 

② 運営権設定対象施設における維持管理及び改築に係る業務 

③ 運営権設定対象施設以外の施設等における維持管理業務 

④ 本事業用地 2及び運営権設定対象施設等の保安等に係る業務 

⑤ 土地，建築物及び工作物等貸付業務 

⑥ 関連業務 

2) 附帯事業 

3) 任意事業 

 

1.6 モニタリングに要する費用負担 
運営権者が行うセルフモニタリングに要する費用については，運営権者が負担

する。 
県が行うモニタリング及び（仮称）経営審査委員会に要する費用については，

県が負担する。 
 

1.7 モニタリング実施計画書の変更 
県は，以下の事由によりモニタリング実施計画書に変更の必要が生じた場合，

適時計画の変更を行う。 
① 実施契約が変更された場合 
                                                   

2  運営権設定対象施設が立地する土地をいう。 

 

（仮称）経営審査委員会によるモニタリング 

監視 

運営権者によるモニタリング  セルフモニタリング実施計画書 

監視 

県によるモニタリング  モニタリング実施計画書 

三段階モニタリングの基本的考え方：モニタリング基本計画書 
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② 要求水準書が変更された場合 
③ その他，業務内容の変更等によりモニタリング実施計画書の変更が必要と

なった場合 
 

1.8 モニタリング結果の公表 
県及び（仮称）経営審査委員会が実施したモニタリング結果について，県は県

ホームページにおいて公表する 3。運営権者は県の公表に協力するものとする。  

                                                   
3  県の情報公開条例に基づき，運営権者の権利や正当な利益を害するおそれのある内容（特殊な

技術やノウハウ，特許等）を除き，適切に情報公開する。 
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第2. モニタリングの実施方法 
2.1 各事業におけるモニタリングの基本的な考え方 
2.1.1 義務事業 
① 経営に関する業務 

経営に関する業務のモニタリングでは，本事業等が，健全な経営を確保するた

めの要求水準を満たしているか等，運営権者がセルフモニタリングを行い，県に

報告する。 

県は，運営権者の提出する報告書等各書類の内容が要求水準を満たしているか，

適切かつ確実な業務運営が行われているかを書面にて確認するほか，会議体にて，

直接，運営権者から確認するとともに，県が必要と判断した場合は，現地におけ

る確認を行う。 

 

② 運営権設定対象施設における維持管理及び改築に係る業務 

A) 維持管理業務 

維持管理業務は，a) 運転管理・水質管理業務と b) 保守点検・修繕業務から

構成される。 

a) 運転管理・水質管理業務 

運営権者は，各業務の履行について中期，年間及び月間運転管理・水質管

理計画書，セルフモニタリング実施計画書を作成し，これらの計画に基づき，

業務の実施に当たる。 

運営権者は，水質試験等の業務の結果作成する各書類及び実際の運転管

理・水質管理状況を基に要求水準を満たしているかどうかの確認を行い，年

間及び月間運転管理・水質管理報告書を作成し，県に提出する。上工下水道

水質に関するモニタリングは，安全な水質確保達成のために必要な各業務が

要求水準を満たすようセルフモニタリング 4を実施するとともに，要求水準

確認結果を含むセルフモニタリング結果報告書を作成し，県に提出し確認を

受ける。県は，書類，実際の運転管理・水質管理状況を基に，要求水準の内

容を満たしているかどうかの確認を行う。また，上水道では，県は，書類，

実際の運転管理・水質管理状況に加え，受水地点における水質検査を基に，

要求水準の内容を満たしているかどうかの確認を行う。 

なお，県は，運転管理・水質管理業務の品質確保のために必要と判断した

場合は，現地における運転管理・水質管理状況の確認を行い，結果に応じた

必要な措置を講じる。 

 

                                                   
4  セルフモニタリングについて具体的に規定するセルフモニタリング実施計画書の水道水質モニ

タリングの内容は，運営権者に提案させる。 
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b) 保守点検・修繕業務 

運営権者は，各業務の履行について中期，年間及び月間保守点検・修繕計

画書，セルフモニタリング実施計画書を作成し，これらの計画に基づき，業

務の実施に当たる。 

運営権者は，保守点検・修繕業務の結果作成する各書類及び実際の保守点

検・修繕状況を基に要求水準を満たしているかどうかの確認を行い，年間及

び月間保守点検・修繕報告書を作成し，県に提出する。 

県は，各書類及び実際の保守点検・修繕の状況を基に，要求水準の内容を

満たしているかどうかの確認を行う。 

なお，県は，保守点検・修繕業務の品質確保のために必要と判断した場合

は，現地における保守点検・修繕状況の確認を行い，結果に応じた必要な措

置を講じる。 

 

B) 改築業務 

運営権者は，料金期間ごとに，改築計画書を作成し，県の承認を受ける。ま

た，設計完了時には改築ごとに設計図書を作成し，県の承認を受ける。工事完

成時には改築計画書及びセルフモニタリング実施計画書に基づき，要求水準を

満たしているかどうかの確認を行い，完成届(工事)を県に提出する。 

県は，設計図書を基に，要求水準を満たしているかどうかの確認を行う。 

なお，県は，改築設備の品質・性能確保のために必要と判断した場合は，現

地における施工状況の確認を行い，結果に応じた必要な措置を講じる。 

 

③ 運営権設定対象施設以外の施設等における維持管理業務 

運営権設定対象施設以外の施設等における維持管理業務のモニタリングは，運

営権設定対象施設における維持管理業務のモニタリングと同様に行う。 

 

④ 本事業用地及び運営権設定対象施設等の保安等に係る業務 

本事業用地及び運営権設定対象施設等の保安等に係る業務のモニタリングは，

本事業等のために必要な防犯対策及び環境保全のための各業務が要求水準を満

たして適切に実施されているかの確認を行う。モニタリングは，運営権者がセル

フモニタリングし，各保守点検・修繕報告書に含めて，県に提出する。 

 

⑤ 土地，建築物及び工作物等貸付業務 

土地，建築物及び工作物等貸付業務のモニタリングは，各業務が要求水準を満

たして適切に実施されているかの確認を行う。 
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モニタリングは，運営権者がセルフモニタリングし，貸付業務報告書を県に提

出する。 

 

⑥ 関連業務 

関連業務のモニタリングは，各業務が要求水準を満たして適切に実施されてい

るかの確認を行う。 

モニタリングは，運営権者がセルフモニタリングし，関連業務報告書を県に提

出する。 

 

2.1.2 附帯事業 
附帯事業は，その内容を応募者の提案に委ねることとしているが，義務事業の

一環として，目的達成のために必要な各業務が適切に実施されているか，県は確

認する。 
附帯事業に係るモニタリングは，流域下水道事業における維持管理及び改築に

係る業務のモニタリングと同様に行う。 
 

2.1.3 任意事業 
任意事業は，その内容を応募者の提案に委ねることとしているため，県は要求

水準書（案）において，要求水準を示していないことから，モニタリングの方法

は応募者の提案に基づくものとする。 
モニタリングは，運営権者がセルフモニタリングし，任意事業報告書を県に提

出する。 

任意事業のモニタリングは，運営権者が行うセルフモニタリングを基本として，

県は運営権者が関係法令を遵守し，運営権設定対象施設の機能を阻害せず，公序

良俗に反しない範囲において任意事業を実施しているかの確認等を行う。 
 

2.2 モニタリング方法 
モニタリング方法は，書類による確認，会議体による確認，現地による確認か

ら構成される。 
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2.2.1 書類による確認 
書類による確認については，以下に掲げる書類を基本とし，セルフモニタリング実施計画書

において具体化する。 

1) 義務事業 

① 経営に関する業務 

運営権者は，経営の遂行状況及び実施契約等の履行状況を自ら確認のうえ，表 2-1 に示す

書類を県に提出して確認等を受ける。 

 

表 2-1 経営のモニタリングに係る書類 

書類 運営権者の行為 県の行為 

提出期限 提出する 

書類の単位 
確
認 

承
認 

県のモニタリング手順 

計
画
に
関
す
る
も
の 

全体事業計画書 本事業開始

予定日 30 日

前まで 

法人  ○ • 提案内容が確実に反映された事業計

画か，提案にない計画が盛り込まれて

いないか確認する。 

中期事業計画書 第 1 料金期

間：本事業開

始予定日 30

日前まで 

第 2料金期間

以降：当該料

金期間開始

年度の前事

業年度末の

30日前まで 

法人及び 9個

別事業ごと 

 ○ • 全体事業計画書との整合性がとれて

いることを確認する。 

• 第 1 料金期間分の事業計画について

は，提案内容が適切に反映され，かつ

3事業全体と 9個別事業の整合性がと

れていることを確認する。 

• 第 2 料金期間以降の事業計画につい

ては，事業実績に基づき，必要な見直

しが反映されているか確認する。 

• 事業計画に含まれる収支計画の妥当

性についても確認する。 

年間事業計画書 当該事業年

度の前事業

年度末 30 日

前まで 

法人及び 9個

別事業ごと 

 ○ • 中期事業計画書との整合性がとれて

いることを確認する。 

宮城県上工下水一

体官民連携運営事

業（みやぎ型管理

運営方式）業務継

続計画書 

（運営事業 BCP） 

法人，上水：

水道施設運

営権の設定

に係る許可

申請前まで 

 

工水，下水：

本事業開始

予定日 90 日

前から協議

を開始し，本

事業開始予

定日 30 日前

まで 

法人及び 9個

別事業ごと 

 ○ • 運営事業 BCPが県の BCPと整合性がと

れているか，緊急事態を見据えた事前

対策，復旧・継続のための実施計画，

緊急事態に備えた組織体制，人員の訓

練を含むものとなっているかを確認

する。 
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書類 運営権者の行為 県の行為 

提出期限 提出する 

書類の単位 
確
認 

承
認 

県のモニタリング手順 

計
画
に
関
す
る
も
の 

危機管理マニュア

ル 

本事業開始

予定日 30 日

前まで 

法人及び 9個

別事業ごと 

 ○ • 危機管理マニュアルが，災害及び事故

等発生時の対応手順，関係機関等との

連絡，応急復旧等の行動手順等を明確

に記述されているか等を確認する。 

セルフモニタリン

グ実施計画書 

本事業開始

予定日 30 日

前まで 

法人及び 9個

別事業ごと 

○   運営権者との協議を踏まえ，モニタリ

ング実施計画書を作成する。 

 県はセルフモニタリング実施計画書

について，1.4 – 1)に記載の 5項目を

含むものとなっているか等を確認す

る。 

報
告
に
関
す
る
も
の 

単体作成財務諸表 

• 計算書類（貸借対

照表，損益計算書，

株主資本等変動計

算書，個別注記表） 

• 事業報告書 

• 計算書類の付属明

細書 

• 事業報告書の付属

明細書 

• キャッシュ・フロ

ー計算書 5 

事業年度末

から 60 日以

内 

法人 ○   株主総会で，事業計画で想定されてい

ない又は本事業等と関係のない契約

や業務を承認していないか等，安定的

な事業の継続を阻害する意思決定が

なされていないかを確認する。 

 運営権者の経営状況を確認するとと

もに，監査意見に特段の問題がないか

確認する。 

連結作成財務諸表 

• 連結計算書類（連

結貸借対照表，連

結損益計算書，連

結株主資本等変動

計算書，連結注記

表） 

• 連結キャッシュ・

フロー計算書 5 

事業年度末

から 60 日以

内 

法人 ○  

会計監査人による

監査報告書 

事業年度末

から 60 日以

内 

法人 ○  

株主総会の議事録

要旨 

株主総会開

催後 30 日以

内 

法人 ○  

9 個別事業の貸借

対照表，損益計算

書，キャッシュ・フ

ロー計算書及び個

別注記表 

事業年度末

から 60 日以

内 

9 個別事業ご

と 

○  • 9個別事業については貸借対照表，損

益計算書，キャッシュ・フロー計算書

及び個別注記表の提出を受け，確認す

る。 

取締役会の議事録

要旨 

取締役会開

催後 30 日以

内 

法人 ○  • 取締役会で，事業計画で想定されてい

ない又は本事業等と関係のない契約

や業務を承認していないか等，安定的

な事業の継続を阻害する意思決定が

なされていないかを確認する。 

 

 
  

                                                   
5  「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準（企業会計審議会）及び連結財務諸表等におけるキャッシュ・

フロー計算書の作成に関する実務指針（会計制度委員会報告第 8号）」に準拠して作成すること。 
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書類 運営権者の行為 県の行為 

提出期限 提出する 

書類の単位 
確
認 

承
認 

県のモニタリング手順 

報
告
に
関
す
る
も
の 

年間業務報告書 事業年度末

から 60 日以

内 

法人及び 9個

別事業ごと 

○  • 書類の内容に矛盾がないか，要求水準

を満たしているかを確認し，必要に応

じて現地における確認を行う。 

• 年間業務報告書において，年間事業計

画と実績の差異分析，課題認識，次期

以降の見通しが示されているか確認

する。 

• 半期業務報告書において，年間事業計

画と実績の差異分析，課題認識，下半

期の見通しが示されているか確認す

る。 

• 法人全体について，要求水準 2.3に示

す財務数値及び財務指標の報告を四

半期ごとに受け，異常値がないか等，

確認する。 

• 9個別事業について，要求水準 2.3に

示す財務数値及び財務指標の報告を

四半期ごとに受け，異常値がないか

等，確認する。 

半期業務報告書 第 2四半期末

から 30 日以

内 

法人及び 9個

別事業ごと 

○  

四半期業務報告書 各四半期末

から 30 日以

内 

法人及び 9個

別事業ごと 

○  

セルフモニタリン

グ結果報告書 

年間業務報

告書及び月

間業務報告

書提出時 

法人及び 9個

別事業ごと 

○  
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② 運営権設定対象施設における維持管理及び改築に係る業務 

A) 水道用水供給事業 

a) 運転管理・水質管理業務 

運営権者は，運転管理・水質管理業務の遂行状況及び実施契約等の履行状況を自ら確認

のうえ，表 2-2に示す書類を県に提出して確認等を受ける。 

 

表 2-2 水道用水供給事業の運転管理・水質管理業務のモニタリングに係る書類及び県の行為 

書類 運営権者の行為 県の行為 

提出期限 提出する書類

の単位 6 
確
認 

承
認 

県のモニタリング手順 

計
画
に
関
す
る
も
の 

中期運転管理・

水質管理計画書 

第 1料金期間：本

事業開始予定日

30日前まで 

 

第 2 料金期間以

降：当該料金期

間開始年度の前

事業年度末 30日

前まで 

2個別事業ごと  ○ • 県は，左記の書類の提出を受け，中期

運転管理・水質管理計画書の内容が全

体事業計画書と整合しているか，年間

運転管理・水質管理計画書の内容が中

期運転管理・水質管理計画書と整合し

ているか及び月間運転管理・水質管理

計画書の内容が年間運転管理・水質管

理計画書と整合しているか等を確認

する。 

年間運転管理・

水質管理計画書 

当該事業年度の

前事業年度末 30

日前まで 

 ○ 

月間運転管理・

水質管理計画書 

各計画書に記載

する業務の開始

前まで 

○  

報
告
に
関
す
る
も
の 

年間運転管理・

水質管理報告書 

事業年度末から

30日以内 

（別途県が指定

する事項につい

ては，事業年度

末から 60 日以

内） 

2個別事業ごと ○  • 県は，左記の書類の提出を受け，運営

権者が，水源状況の把握，原水水質の

把握，浄水工程における的確な水質試

験による浄水管理等により受水地点

の水質水準を遵守できるように管理

していることについてモニタリング

する。 

• 県は，左記の書類の提出を受け，運営

権者が，運営権設定対象施設を適正

に，かつ効率的・継続的に運転管理し

ていることについてモニタリングす

る。 

月間運転管理・

水質管理報告書 

月間運転管理報

告書：月末から

15日以内 

 

月間水質管理報

告書：月末から

30日以内 

○  

 
b) 保守点検・修繕業務 

運営権者は，保守点検・修繕業務の遂行状況及び実施契約等の履行状況を自ら確認のう

え，表 2-3に示す書類を県に提出して確認等を受ける。  

                                                   
6 2 個別事業とは，大崎広域水道用水供給事業及び仙南・仙塩広域水道用水供給事業の水道用水供給事業 2 事業

を意味する。 
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表 2-3 水道用水供給事業の保守点検・修繕業務のモニタリングに係る書類及び県の行為 

書類 運営権者の行為 県の行為 

提出期限 提出する書類

の単位 
確
認 

承
認 

県のモニタリング手順 

計
画
に
関
す
る
も
の 

中期保守点検・

修繕計画書 

第 1 料金期間：

本事業開始予定

日 30日前まで 

 

第 2料金期間以

降：当該料金期

間開始年度の前

事業年度末 30

日前まで 

2個別事業ご

と 

 ○ • 県は左記の書類の提出を受け，中期保

守点検・修繕計画書の内容が全体事業

計画書と整合しているか，年間保守点

検・修繕計画書の内容が中期保守点

検・修繕計画書と整合しているか及び

月間保守点検・修繕計画書の内容が年

間保守点検・修繕計画書と整合してい

るか等を確認する。 

年間保守点検・

修繕計画書 

当該事業年度の

前事業年度末 30

日前まで 

 ○ 

月間保守点検・

修繕計画書 

各計画書に記載

する業務の開始

前まで 

○  

報
告
に
関
す
る
も
の 

年間保守点検・

修繕報告書 

事業年度末から

30日以内 

（別途県が指定

する事項につい

ては，事業年度

末から 60日以

内） 

2個別事業ご

と 

○  • 県は左記の書類の提出を受け，運営権

者の行う保守点検・修繕業務が要求水

準を満たしていることについてモニ

タリングする。 

月間保守点検・

修繕報告書 

月末から 15日

以内 

○  

工事完成図書 工事完成後，速

やかに 

修繕ごと ○  

故障事故報告書 発生後，速やか

に 

発生の都度 ○  • 故障及び事故の内容，原因及び事業遂

行への影響について確認し，対応を運

営権者と協議する。 
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c) 改築業務 

運営権者は，改築の遂行状況及び実施契約等の履行状況を自ら確認のうえ，表 2‐4に

示す書類を県に提出して確認等を受ける。 

 

表 2-4 水道用水供給事業の改築業務のモニタリングに係る書類及び県の行為 

書類 運営権者の行為 県の行為 

提出期限 提出する書類 

の単位 
確
認 

承
認 

県のモニタリング手順 

改築計画書 第 1料金期間： 

本事業開始予定日

60日前までに案を

提出し，本事業開

始日までに承認を

受ける。 

 

第 2料金期間以

降： 

各定期改定実施年

度の前々事業年度

の 8月末日までに

案を提出し，9月

末日までに承認を

受ける。 

2個別事業ごと  ○ • 改築計画書の内容が改築提案書に

基づいたものであるか，確認する。

その際，性能が要求水準を満たして

いるか確認する。 

• 改築計画書に，改築計画書（案）作

成時点での健全度評価結果が反映

されていることを確認する。 

• 必要があれば現地において計画の

妥当性，着手の確実性等を確認す

る。 

着手届（設計） 設計着手前 改築ごと ○  

完成届（設計） 設計完了後，速や

かに 

改築ごと ○  

設計図書 設計完了後，速や

かに 

改築ごと  ○ 

着手届（工事） 工事着手前 改築ごと ○  

完成届（工事） 工事完成後，速や

かに 

改築ごと ○  • 完成検査等を行い，計画内容や要求

水準等を満たしたものであるかを

確認する。 工事完成図書 工事完成後，速や

かに 

改築ごと  ○ 

事故報告書 発生後，速やかに 発生の都度 ○  • 事故の内容，原因及び事業遂行への

影響について確認し，対応を運営権

者と協議する。 
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B) 工業用水道事業 

a) 運転管理・水質管理業務 

運営権者は，運転管理・水質管理業務の遂行状況及び実施契約等の履行状況を自ら確認

のうえ，表 2-5に示す書類を県に提出して確認等を受ける。 

 

表 2-5 工業用水道事業の運転管理・水質管理業務のモニタリングに係る書類及び県の行為 

書類 運営権者の行為 県の行為 

提出期限 提出する書類 

の単位 7 
確
認 

承
認 

県のモニタリング手順 

計
画
に
関
す
る
も
の 

中期運転管理・

水質管理計画書 

第 1料金期間：

本事業開始予定

日 30日前まで 

 

第 2料金期間以

降：当該料金期

間開始年度の前

事業年度末 30

日前まで 

3個別事業ごと  ○ • 県は左記の書類の提出を受け，中期運

転管理・水質管理計画書の内容が全体

事業計画書と整合しているか，年期運

転管理・水質管理計画書の内容が中期

運転管理・水質管理計画書と整合して

いるか及び月間運転管理・水質管理計

画書の内容が年間運転管理・水質管理

計画書と整合しているか等を確認す

る。 

年間運転管理・

水質管理計画書 

当該事業年度の

前事業年度末

30日前まで 

 ○ 

月間運転管理・

水質管理計画書 

各計画書に記載

する業務の開始

前まで 

○  

報
告
に
関
す
る
も
の 

年間運転管理・

水質管理報告書 

事業年度末から

30日以内 

3個別事業ごと ○  • 県は，左記の書類の提出を受け，運営

権者が，水源状況の把握，原水水質の

把握，浄水工程（仙台圏工業用水道事

業を除く）における的確な水質試験に

よる浄水管理等により浄水場出口の

水質水準を遵守できるように管理し

ていることについてモニタリングす

る。 

• 県は，左記の書類の提出を受け，運営

権者が，運営権設定対象施設を適正

に，かつ効率的・継続的に運転管理し

ていることについてモニタリングす

る。 

月間運転管理・

水質管理報告書 

月間運転管理報

告書：月末から

15日以内 

 

月間水質管理報

告書：月末から

30日以内 

○  

  

                                                   
7  3個別事業とは，仙塩工業用水道事業，仙台圏工業用水道事業及び仙台北部工業用水道事業の工業用水道事業 3

事業をいう。 
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b) 保守点検・修繕 

運営権者は，保守点検・修繕業務の遂行状況及び実施契約等の履行状況を自ら確認のう

え，表 2-6に示す書類を県に提出して確認等を受ける。 

 

表 2-6 工業用水道事業の保守点検・修繕業務のモニタリングに係る書類及び県の行為 

書類 運営権者の行為 県の行為 

提出期限 提出する書類 

の単位 
確
認 

承
認 

県のモニタリング手順 

計
画
に
関
す
る
も
の 

中期保守点検・

修繕計画書 

第 1料金期間：

本事業開始予

定日 30 日前ま

で 

 

第 2料金期間

以降：当該料

金期間開始年

度の前事業年

度末 30日前ま

で 

3個別事業ごと  ○ • 県は左記の書類の提出を受け，中期保

守点検・修繕計画書の内容が全体事業

計画書と整合しているか，年間保守点

検・修繕計画書の内容が中期保守点

検・修繕計画書と整合しているか及び

月間保守点検・修繕計画書の内容が年

間保守点検・修繕計画書と整合してい

るか等を確認する。 

年間保守点検・

修繕計画書 

当該事業年度

の前事業年度

末 30日前まで 

 ○ 

月間保守点検・

修繕計画書 

各計画書に記

載する業務の

開始前まで 

○  

報
告
に
関
す
る
も
の 

年間保守点検・

修繕報告書 

事業年度末か

ら 30日以内 

（別途県が指

定する事項に

ついては，事

業年度末から

60日以内） 

3個別事業ごと ○  • 県は左記の書類の提出を受け，運営権

者の行う保守点検・修繕業務が要求水

準を満たしていることについてモニ

タリングする。 

月間保守点検・

修繕報告書 

月末から 15日

以内 

○  

工事完成図書 工事完成後，

速やかに 

修繕ごと ○  

故障事故報告書 発生後，速や

かに 

発生の都度 ○  • 故障及び事故の内容，原因及び事業遂

行への影響について確認し，対応を運

営権者と協議する。 
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c) 改築業務 

運営権者は，改築の遂行状況及び実施契約等の履行状況を自ら確認のうえ，表 2-7に示

す書類を県に提出して確認等を受ける。 

 

表 2-7 工業用水道事業の改築業務のモニタリングに係る書類及び県の行為 

書類 運営権者の行為 県の行為 

提出期限 提出する書類 

の単位 
確
認 

承
認 

県のモニタリング手順 

改築計画書 第 1料金期間： 

本事業開始予定日

の 60日前までに案

を提出し，本事業

開始日までに承認

を受ける。 

 

第 2料金期間以

降： 

各定期改定実施年

度の前々事業年度

の 8月末日までに

案を提出し，9月末

日までに承認を受

ける。 

3個別事業ごと  ○ • 改築計画書の内容が改築提案書に基

づいたものであるか，確認する。その

際，性能が要求水準を満たしているか

確認する。 

• 改築計画書に，改築計画書（案）作成

時点での健全度評価結果が反映され

ていることを確認する。 

• 必要があれば現地において計画の妥

当性，着手の確実性等を確認する。 

着手届（設計） 設計着手前 改築ごと ○  

完成届（設計） 設計完了後，速や

かに 

改築ごと ○  

設計図書 設計完了後，速や

かに 

改築ごと  ○ 

着手届（工事） 工事着手前 改築ごと ○  

完成届（工事） 工事完成後，速や

かに 

改築ごと ○  • 完成検査等を行い，計画内容や要求水

準等を満たしたものであるかを確認

する。 工事完成図書 工事完成後，速や

かに 

改築ごと  ○ 

事故報告書 発生後，速やかに 発生の都度 ○  • 事故の内容，原因及び事業遂行への影

響について確認し，対応を運営権者と

協議する。 
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C) 流域下水道事業 

a) 運転管理・水質管理業務 

運営権者は，運転管理・水質管理業務の遂行状況及び実施契約等の履行状況を自ら確認

のうえ，表 2-8に示す書類を県に提出して確認等を受ける。 

 

表 2-8 流域下水道事業の運転管理・水質管理業務のモニタリングに係る書類及び県の行為 

書類 運営権者の行為 県の行為 

提出期限 提出する書

類の単位 8 
確
認 

承
認 

県のモニタリング手順 

計
画
に
関
す
る
も
の 

中期運転管理・

水質管理計画書 

第 1料金期間：本事

業開始予定日 30 日

前まで 

 

第 2料金期間以

降：当該料金期間

開始年度の前事業

年度末 30日前まで 

4個別事業

ごと 

 ○ • 県は左記の書類の提出を受け，中期運

転管理・水質管理計画書の内容が全体

事業計画書と整合しているか，年間運

転管理・水質管理計画書の内容が中期

運転管理・水質管理計画書と整合して

いるか及び月間運転管理・水質管理計

画書の内容が年間運転管理・水質管理

計画書と整合しているか等を確認す

る。 年間運転管理・

水質管理計画書 

当該事業年度の前

事業年度末 30日前

まで 

 ○ 

月間運転管理・

水質管理計画書 

各計画書に記載す

る業務の開始前ま

で 

○  

報
告
に
関
す
る
も
の 

年間運転管理・

水質管理報告書 

事業年度末から 30

日以内 

（別途県が指定す

る事項について

は，事業年度末か

ら 60日以内） 

4個別事業

ごと 

○  • 県は，左記の書類の提出を受け，運営

権者が，浄化センター入口での流入水

質監視，適切な処理工程による浄化セ

ンター出口の水質水準を遵守できる

ように管理していることについてモ

ニタリングする。 

• 県は，左記の書類の提出を受け，運営

権者が，運営権設定対象施設を適正

に，かつ効率的・継続的に運転管理し

ていることについてモニタリングす

る。 

月間運転管理報

告書 

月間運転管理報

告書：月末から

15日以内 

 

月間水質管理報

告書：月末から

30日以内 

○  

  

                                                   
8  4個別事業とは，仙塩流域下水道事業，阿武隈川下流域下水道事業，鳴瀬川流域下水道事業及び吉田川流域下水

道事業の流域下水道事業 4事業をいう。 
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b) 保守点検・修繕業務 

運営権者は，保守点検・修繕業務の遂行状況及び実施契約等の履行状況を自ら確認のう

え，表 2-9に示す書類を県に提出して確認等を受ける。 

 

表 2-9 流域下水道事業の保守点検・修繕業務のモニタリングに係る書類及び県の行為 

書類 運営権者の行為 県の行為 

提出期限 提出する書類

の単位 
確
認 

承
認 

県のモニタリング手順 

計
画
に
関
す
る
も
の 

中期保守点検・

修繕計画書 

第 1料金期間：本事

業開始予定日 30 日

前まで 

 

第 2料金期間以

降：当該料金期間

開始年度の前事業

年度末 30日前まで 

4個別事業ご

と 

 ○ • 県は左記の書類の提出を受け，中

期保守点検・修繕計画書の内容が

全体事業計画書と整合している

か，年間保守点検・修繕計画書の

内容が中期保守点検・修繕計画書

と整合しているか及び月間保守点

検・修繕計画書の内容が年間保守

点検・修繕計画書と整合している

か等を確認する。 年間保守点検・

修繕計画書 

当該事業年度の前

事業年度末 30日前

まで 

 ○ 

月間保守点検・

修繕計画書 

各計画書に記載す

る業務の開始前ま

で 

○  

報
告
に
関
す
る
も
の 

年間保守点検・

修繕報告書 

事業年度末から 30

日以内 

（別途県が指定す

る事項について

は，事業年度末か

ら 60日以内） 

4個別事業ご

と 

○  • 県は左記の書類の提出を受け，運

営権者の行う保守点検・修繕業務

が要求水準を満たしていることに

ついてモニタリングする。 

月間保守点検・

修繕報告書 

月末から 15日以内 ○  

工事完成図書 工事完成後，速や

かに 

修繕ごと ○  

故障事故報告

書 

発生後，速やかに 発生の都度 ○  • 故障及び事故の内容，原因及び事

業遂行への影響について確認し，

対応を運営権者と協議する。 
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c) 改築業務 

運営権者は，改築の遂行状況及び実施契約等の履行状況を自ら確認のうえ，表 2‐10に

示す書類を県に提出して確認等を受ける。 

 

表 2-10 流域下水道事業の改築業務のモニタリングに係る書類及び県の行為 

書類 運営権者の行為 県の行為 

提出期限 提出する書類 

の単位 
確
認 

承
認 

県のモニタリング手順 

改築計画書 第 1料金期間： 

本事業開始予定日の

60日前までに案を提

出し，本事業開始日

までに承認を受け

る。 

 

第 2料金期間以降： 

各定期改定実施年度

の前事業年度の 5月

末日までに案を提出

し，6月末日までに

承認を受ける。 

4個別事業ごと  ○ • 改築計画書の内容が改築提

案書に基づいたものである

か，確認する。その際，性能

が要求水準を満たしている

か確認する。 

• 改築計画書に，改築計画書

（案）作成時点での健全度評

価結果が反映されているこ

とを確認する。 

• 必要があれば現地において

計画の妥当性，着手の確実性

等を確認する。 

着手届（設計） 設計着手前 改築ごと ○  

業務計画書（設計） 設計着手前 改築ごと ○  

完成届（設計） 設計完了後，速やか

に 

改築ごと ○  

設計図書 設計完了後，速やか

に 

改築ごと  ○ 

着手届（工事） 工事着手前 改築ごと ○  

施工計画書 現場施工着手前 改築ごと ○  

完成届（工事） 工事完成後，速やか

に 

改築ごと ○  • 完成検査等を行い，計画内容

や要求水準等を満たしたも

のであるかを確認する。 工事完成図書 工事完成後，速やか

に 

改築ごと  ○ 

事故報告書 発生後，速やかに 発生の都度 ○  • 事故の内容，原因及び事業遂

行への影響について確認し，

対応を運営権者と協議する。 

 
③ 運営権設定対象施設以外の施設等における維持管理業務 

運営権者は，運営権設定対象施設以外の施設等における維持管理業務について，当該業務の

実施計画を策定し，遂行状況及び実施契約等の履行状況を自ら確認のうえ，表 2‐2，表 2‐

3，表 2‐5，表 2‐6，表 2‐8及び表 2‐9に示す書類に含めて県に提出して確認等を受ける。 

 

④ 本事業用地及び運営権設定対象施設等の保安等に係る業務 

運営権者は，本事業用地及び運営権設定対象施設等の保安等に係る業務について，当該業務

の実施計画を策定し，遂行状況及び実施契約等の履行状況を自ら確認のうえ，表 2‐3，表 2‐

6，表 2‐9 に示す各保守点検・修繕報告書に含めて，県に提出して確認等を受ける。 

 

⑤ 土地，建築物及び工作物等貸付業務 
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運営権者は，土地，構築物及び工作物等貸付業務について，当該業務の実施計画を策定し，

遂行状況及び実施契約等の履行状況を自ら確認のうえ，表 2‐11 に示す書類を県に提出して

確認等を受ける。 

 

表 2-11 土地，構築物及び工作物等貸付業務のモニタリングに係る書類及び県の行為 

書類 運営権者の行為 県の行為 

提出期限 確
認 

承
認 

県のモニタリング手順 

貸付業務計画書 貸付業務開始前 ○  • 県は左記の書類の提出を受け，運営権

者の行う土地，構築物及び工作物等貸

付業務が要求水準を満たしていること

についてモニタリングする。 

貸付業務契約書 貸付業務契約締結後，速やかに ○  

年間貸付業務報告書 事業年度末から 60日以内 ○  

貸借対照表，損益計

算書，キャッシュ・フ

ロー計算書 5 及び個

別注記表 

事業年度末から 60日以内 

○  

貸付業務終了報告書 貸付業務終了後，速やかに ○  

 

⑥ 関連業務 

運営権者は，関連業務について，当該業務の実施計画を策定し，遂行状況及び実施契約等の

履行状況を自ら確認のうえ，表 2‐12に示す書類を県に提出して確認等を受ける。 

 

表 2-12 関連業務のモニタリングに係る書類及び県の行為 

書類 運営権者の行為 県の行為 

提出期限 確
認 

承
認 

県のモニタリング手順 

関連業務計画書 関連業務開始前 ○  • 県は左記の書類の提出を受け，運営権

者の行う関連業務が要求水準を満たし

ていることについてモニタリングす

る。 

年間関連業務報告書 事業年度末から 60日以内 ○  

 

2) 附帯事業 

運営権者は，附帯事業の遂行状況及び実施契約等の履行状況を自ら確認のうえ，表 2‐8，

表 2‐9及び表 2‐10に示す書類に含めて，県に提出して確認等を受ける。  
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3) 任意事業 

運営権者は，任意事業について，当該業務の実施計画を策定し，遂行状況及び実施契約等の

履行状況を自ら確認のうえ，表 2‐13に示す書類を県に提出して確認等を受ける。 

 

表 2-13 任意事業のモニタリングに係る書類及び県の行為 

書類 運営権者による 

書類の提出期限 

県の行為 

確
認 

承
認 

県のモニタリング手順 

任意事業計画書 任意事業開始前  ○9 • 任意事業計画書の内容が法令に抵触す

るものでないか，義務事業，附帯事業に

影響を及ぼすものとなっていないか，

独立採算事業となっているか確認す

る。 

• 年度ごとに事業単位ごとの貸借対照

表，損益計算書，キャッシュ・フロー計

算書及び個別注記表の提出を受け，確

認する。 

年間任意事業報告書 事業年度末から 60日以内 ○  

事業単位ごとの貸借

対照表，損益計算書，

キャッシュ・フロー

計算書 5 及び個別注

記表 

事業年度末から 60日以内 ○  

任意事業終了報告書 任意事業終了後，速やかに ○  • 任意事業終了時の状況について確認す

る。 

                                                   
9  仙塩流域下水道事業における消化ガス発電施設の維持管理業務を除く。 
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2.2.2 会議体による確認 
1) 事業報告会 

県は，表 2-14 に示す事業報告会を設置する。県はこれらの会議体の開催を通

じて，業務の進捗状況及び要求水準の遵守状況，経営の遂行状況，課題等を確認

し，対応方針について運営権者と協議を行う。なお，県又は運営権者が必要と認

める場合は，県と運営権者は，当該会議体によらず，随時，別途臨時の報告会を

設けるものとする。 

 

表 2-14 事業報告会の概要 

会議体名 議題 頻度 

年度事業報告会 • 事業実績（経営の遂行状況，要求水準の遵守状況）

の確認 

• 課題の確認 

• 報告年度の次年度の年間事業計画の確認 

1回／年 

半期事業報告会 • 事業実績及び見通し（経営の遂行状況，要求水準の

遵守状況）の確認 

• 課題の確認 

1回／年 

（第 2四半期終了後） 

月例報告会 • 業務進捗状況，要求水準の遵守状況 

• 課題の確認 

1回／月 

 
2) （仮称）経営審査委員会によるモニタリング会議 

県は，表 2-15 に示す（仮称）経営審査委員会によるモニタリング会議を設置

する。（仮称）経営審査委員会は，県，運営権者の双方がそれぞれの役割を適正に

果たしていることを監視し，上工下水道水質が良好に保たれていること等を第三

者の観点で確認する。 

 

表 2-15 （仮称）経営審査委員会によるモニタリング会議の概要 

会議体名 議題 頻度 

（仮称）経営審査委員

会によるモニタリング

会議 

• 運営権者によるモニタリング結果及び県によるモ

ニタリング結果の確認・監視 

• 本事業等の運営状況について，中立的な立場で客観

的な評価・分析 

2回／年及び 

臨時 
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2.2.3 現地における確認 
1) 水質に関するモニタリング 

上水道水質について，県は，市町村の受水地点において水道法第 20 条に基づ

く水質検査を実施し，受水地点における要求水準を満たしているかどうかの確認

を行う。県の水質検査及び運営権者の水質試験の実施に当たって，県は，各事業

年度開始前までに，運営権者と協議し，原水から受水地点にわたる水質検査計画

書を作成・公表し，水質検査の結果を水質検査報告書として公表する。水道法に

定められている水道水質基準及び県基準については別紙参照のこと。また，県は，

水質管理に関し，運営権者が適正な体制で運転管理していることを監視し，さら

に年 1回以上，抜き打ちで検査を行うこととする。 

流域下水道事業の放流水の水質について，水質検査の実施に当たり，県は，水

質等試験実施計画基本方針を作成・公表し，放流水質検査の結果を維持管理年報

等として公表する。また，県は，放流水質管理に関し，運営権者が適正な体制で

運転管理していることを監視し，さらに年 1回以上，抜き打ちで検査を行うこと

とする。 

 

2) 改築業務のモニタリング 

県は，立会が必要とされている場合，その他施工の各段階で県が必要と判断し

たときには，改築業務の実施内容が設計図書，要求水準に従っているか，現地に

おける確認を行う。 

県が現地における確認を行う場合には，運営権者は立ち会うものとする。 

なお，この場合において，県は，必要があると認められるときは，その理由を

運営権者に通知して，当該改築に係る工事の目的物を必要な限りにおいて破壊し

て検査することができる。検査又は復旧に直接要する費用は，運営権者の負担と

し，当該検査又は復旧に要した県及び運営権者の人件費は，各自の負担とする。 

 
3) 上記以外のモニタリング 

書類及び会議体における確認の結果，県が必要と判断した場合，または運営権

者が現地における確認を要請した場合，県は現地における確認を行う。運営権者

は県の現地における確認に必要な協力を行う。  
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第3. 契約内容の遵守状況に応じた措置 
3.1 契約内容の遵守状況に応じた措置 
3.1.1 措置 
県は，第 2.に定めるところに従って実施したモニタリングの結果，運営権者

が，要求水準（実施契約において定義する意味を有する。）を遵守していないと判

断される事象（以下「要求水準違反」という。）を確認した場合，表 3-1 に基づ

き，要求水準違反レベルを判断し，運営権者に通知した上で，以下の措置を行う

ものとする。 

 

表 3-1 要求水準違反レベル別の事象 

違反レベル 事象 

水道用水供給事業 工業用水道事業 流域下水道事業 

レベル 1 

軽微な不備 

 業務における軽微な不備 

 

レベル 2 

外部に影響が 

及ばない中程度

の要求水準違反 

 要求水準違反の影響が県と運営権者間または運営権設定対象施設内

に留まるもの 
 

レベル 3 

水質に関する 

県基準未達等 

 水道水質に関する

県基準未達 

 運営権者事由での

送水量に関する要

求水準違反 

 工業用水道の水質

に関する県基準未

達 

※原水供給である

仙台圏工業用水道

事業は対象外 

 運営権者事由での

送水量に関する要

求水準違反 

 放流水質に関する

県基準未達（水質

日常試験・中試験

結果の月平均値が

県基準未達である

場合，ただし原因

が，悪質排水の流

入等の場合を除

く） 

レベル 4 

重度の要求水準

違反（法令違反） 

 運営権者事由での

法定水質基準未達

（送水停止によ

り，法定水質基準

を満たさない水は

市町村受水槽に供

給されていない） 

 法令違反 

 法令違反  放流水質に関する

法定基準未達（水

質日常試験・中試

験結果の月平均値

が法定基準未達で

ある場合，ただし

原因が，悪質排水

の流入等の場合を

除く） 

 法令違反 

レベル 5 

安定的な水の 

供給を阻害する

要求水準違反 

 運営権者事由で法

定水質基準を満た

さない水を市町村

受水槽に供給 

― ― 

 
1) 勧告 

県は，要求水準違反がレベル1に該当すると判断した場合，運営権者に対して，

文書にて改善の勧告を行う。 
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運営権者は，県から勧告を受けた場合，改善対策及び改善期限について定めた

改善計画を策定し，県の承認を得るものとする。運営権者は，当該計画に基づき

改善を行う。 
県は，随時モニタリングするとともに，当該計画に定めた改善期限の到来又は

運営権者の改善完了の通知を受け，当該改善が行われたか確認する。 
なお，県は，必要と判断した場合，勧告の内容を公表することができる。 

 
2) 命令 

県は，3.1.1-1）の改善が行われていない場合，3.1.1-1）の改善が一定期間内

に行われたものの，要求水準違反が改善した後，違反を再発しないか監視する期

間（以下「再発監視期間 10」という。）に要求水準違反が再発した場合及び要求水

準違反がレベル 2 又はレベル 3 に該当すると判断した場合，運営権者に対して，

文書にて改善の命令を行う。この場合，県は，運営権者に当該改善対象の行為を

即座に中止するよう指示することができる。 

 
① 勧告に基づく改善が行われていない場合 

運営権者は，県の指示に従うとともに，改善が行われていない理由及び再度の

改善対策と改善期限について定めた改善計画を策定し，県の承認を得るものとす

る。運営権者は，当該計画に基づき改善を行う。 
県は，随時モニタリングするとともに，当該計画に定めた改善期限の到来又は

運営権者の改善完了の通知を受け，当該改善が行われたか確認する。 
なお，県は，必要と判断した場合，命令の内容を公表することができる。 

 
② 要求水準違反がレベル2又はレベル3に該当すると判断された場合 

運営権者は，要求水準違反がレベル 2又はレベル 3に該当すると判断された場

合，改善対策と改善期限について定めた改善計画を策定し，県の承認を得るもの

とする。運営権者は，当該計画に基づき改善を行う。 
県は，随時モニタリングするとともに，当該計画に定めた改善期限の到来又は

運営権者の改善完了の通知を受け，当該改善が行われたか確認する。 
なお，県は，必要と判断した場合，命令の内容を公表することができる。 

 
 

3) 命令（支払命令） 

① 要求水準違反がレベル1～4に該当すると判断された場合 

                                                   
10  県との協議を踏まえて策定される改善計画に規定される。 
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県は，3.1.1-2）の改善が行われていないと判断した場合，3.1.1-2）の改善が

一定期間内に行われたものの再発監視期間に要求水準違反が再発した場合及び

要求水準違反がレベル 4に該当すると判断した場合，運営権者に対して，要求水

準違反違約金の支払命令を行う。運営権者が県から要求水準違反違約金の支払命

令を受けた時点で要求水準違反違約金が発生し，県は運営権者に対して，要求水

準違反違約金を請求し，運営権者はこれを支払うものとする。これらの場合，県

及び運営権者は（仮称）経営審査委員会へ事象の内容を報告し，実施契約の継続

について意見を受けることができる。また，県は，運営権者に当該改善対象の行

為及び県がレベル 4 に該当すると判断した行為を即座に中止するよう指示する

ことができる。 

運営権者は，県から支払命令を受けた場合，改善対策と改善期限について定め

た改善計画を策定し，県の承認を得るものとする。運営権者は，当該計画に基づ

き改善を行う。県は，随時モニタリングするとともに，当該計画に定めた改善期

限の到来又は運営権者の改善完了の通知を受け，当該改善が行われたか確認する。 

なお，命令（支払命令）については，県が必要と判断した時，その内容を公表

することができる。 

 
② 要求水準違反がレベル5に該当すると判断された場合 

水道用水供給事業において，要求水準違反がレベル 5に該当すると判断された

場合，県及び運営権者は（仮称）経営審査委員会へ事象の内容を報告し，実施契

約の継続について意見を受けることができる。 
 

3.1.2 要求水準違反違約金 
1) レベル 1～4 

要求水準違反に係る違約金額は，表 3-2の一日当たり要求水準違反違約金の額

に，違約金発生から要求水準違反解消までの期間（日単位）を乗じて算定する。  
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2) レベル 5 

水道用水供給事業において，要求水準違反がレベル 5に該当すると判断された

場合，運営権者は，2 個別事業ごとの要求水準違反違約金を支払わなければなら

ない。県は，要求水準違反違約金の請求について，その内容を公表する。なお，

2個別事業ごとの一件当たりの要求水準違反違約金は表 3-2のとおりである。 

 

表 3-2 要求水準違反違約金額 

 レベル 1 

軽微な不備 

レベル 2 

外部に影響

が及ばない

中程度の要

求水準違反 

レベル 3 

水質に関す

る県基準未

達等 

レベル 4 

外部に影響

が及ぶ重度

の要求水準

違反 

レベル 5 

安定的な水の供給を阻害

する要求水準違反 

水道用水 

供給事業 

4万円 

／日 

13万円 

／日 

220万円 

／日 

440万円 

／日 

大崎広域水道用水供給

事業：3億円／件 

仙南・仙塩広域水道用

水供給事業：4億円／件 

工業用 
水道事業 

40万円 

／日 

70万円 

／日 

 

流域下水道 
事業 

190万円 

／日 

370万円 

／日 

 

 
3.1.3 契約解除 
1) 改善未達による解除 

レベル 1～4 の事象が生じ，3.1.1.-3)の命令（支払命令）にも関わらず，改善

が行われていない場合，県は，実施契約を解除することができる。 

なお，県及び運営権者は，実施契約の解除にあたり，（仮称）経営審査委員会に

意見を受けることができる。 

 
2) 故意による県への信用失墜行為による解除 

上記 1)に関わらず，故意による県への信用失墜行為として，県の管理責任を厳

しく問われるような重大な虚偽報告（例：水質試験結果の虚偽報告）や，要求水

準違反がレベル 5 に該当する場合等本事業等の運営に重大な影響を与える法令違

反等が認められた場合，県は実施契約を解除することができる。 

なお，県及び運営権者は，実施契約の解除にあたり，（仮称）経営審査委員会に

意見を受けることができる。 
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第4. 事業終了時のモニタリング 
4.1 基本的な考え方 
運営権者は，要求水準書に定めるとおり，施設機能確認報告書及び引継ぎ文書

を作成し，県に提出する。県は施設機能確認報告書及び引継ぎ文書の内容につい

て確認し，本事業終了時における施設機能確認や引継ぎの状況についてモニタリ

ングを行う。また，必要に応じて，会議体や現地においても確認する。 
 

4.2 モニタリング方法 
4.2.1 書類による確認 
運営権者は，本事業終了に際して以下に示す書類を県に提出して確認を受ける。 

 

表 4-1 本事業終了時のモニタリングに係る書類 

書類 提出期限 

施設機能確認報告書 本事業終了日の 1 年前の応当日から本事業終

了日の 180 日前までの間に施設機能確認を行

い，確認完了後 10日以内 

引継ぎ文書 本事業終了日まで（ただし，暫定版を本事業

終了日の 180日前までに提出） 

その他県が必要とする書類等 本事業終了日まで 

 
4.2.2 会議体による確認 
県と運営権者は要求水準書に定められる施設機能確認や技術指導，引継等に必

要となる協議を適宜実施する。 
 

4.2.3 現地における確認 
書類及び会議体における確認の結果，県が必要と判断した場合，または運営権

者が現地における確認を要請した場合，県は現地における確認を行う。運営権者

は県の現地における確認に必要な協力を行う。 
 



別紙　水道法に定められている水道水質基準及び県基準

■水道水質基準項目（水道用水供給事業）

仙南・仙塩広域水道

麓山系末端受水点 中峰系末端受水点 南部山系末端受水点

施行規則第17条及び水質管理目標設定項目　

仙南・仙塩広域水道

麓山系末端受水点 中峰系末端受水点 南部山系末端受水点

※１，※２，※３　受水団体からの要望により、仙南・仙塩広域水道の値を設定している。

※４　中峰浄水場の原水状況により実績値が高くなっている。

※５　末端受水までの管路延長や水量等により実績に合わせ変更になっている。

※６　令和2年4月に，水質基準が0.02mg/L以下に改正予定である。

※７　水質基準項目及び水質基準値については省令改正により変更されることがある。

0.2mg/L以上～
0.4mg/L以下

※513 残留塩素
　0.1mg/L以上
（1mg/L以下）

0.4mg/L以上～
0.7mg/L以下

0.4mg/L以上～
0.7mg/L以下

0.1度以下

49 臭気 異常でないこと

区分
設定項
目番号

基準
項目
別No.

水質項目
施行規則

（水質管理目標設定項目
目標値）

県独自基準値

大崎広域水道

12 51 濁度 2度以下 0.1度以下 0.1度以下

48 味 異常でないこと基
礎
的
性
状

10 47 pH値 5.8以上8.6以下 7.0以上～7.6以下 7.0以上～7.6以下 7.0以上～7.6以下

11 50 色度 5度以下 1度以下 1度以下 1度以下

味 9 46 有機物(全有機炭素（ＴＯＣ）の量) 3㎎/Ｌ以下 1mg/L以下 1.3mg/L以下※4 1mg/L以下

臭気 45 フェノール類 フェノールの量に関して，
0.005㎎/Ｌ以下

発泡 44 非イオン界面活性剤 0.02㎎/Ｌ以下

8 43 2-メチルイソボルネオール
0.00001mg/L以下

（10ng以下）
0.000003mg/L以下

（3ng/L以下）
0.000003mg/L以下

（3ng/L以下）

39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）  300㎎/Ｌ以下

かび臭
7 42 ジェオスミン

0.00001mg/L以下
（10ng/L以下）

0.000005mg/L以下
（5ng/L以下）

0.000005mg/L以下
（5ng/L以下）

0.000005mg/L以下
（5ng/L以下）

発泡 41 陰イオン界面活性剤 0.2㎎/Ｌ以下

0.000002mg/L以下
※3

（2ng/L以下）

味

38 塩化物イオン 200㎎/Ｌ以下

着色 37 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して，
0.05㎎/Ｌ以下

40 蒸発残留物 500㎎/Ｌ以下

味 36 ナトリウム及びその化合物
ナトリウムの量に関して，

200㎎/Ｌ以下

35 銅及びその化合物
銅の量に関して，

1.0㎎/Ｌ以下

6 33 アルミニウム及びその化合物
アルミニウムの量に関して，

0.2㎎/Ｌ以下 0.02mg/L以下 0.02mg/L以下

性
状
に
関
す
る
項
目

着
色

32 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して，
1.0㎎/Ｌ以下

31 ホルムアルデヒド 0.08㎎/Ｌ以下

健
康
に
関
す
る
項
目

病原生物に
よる汚染の
指標

有
害
物
質
・
無
機
物
・
重
金
属

0.02mg/L以下

34 鉄及びその化合物
鉄の量に関して，

0.3㎎/Ｌ以下

30 ブロモホルム 0.09㎎/Ｌ以下

29 ブロモジクロロメタン 0.03㎎/Ｌ以下

0.025mg/L以下※2

5 28 トリクロロ酢酸 0.03㎎/Ｌ以下 0.015mg/L以下 0.015mg/L以下 0.015mg/L以下

4 27  総トリハロメタン 0.1㎎/Ｌ以下 0.05mg/L以下 0.05mg/L以下

26 臭素酸 0.01㎎/Ｌ以下

25 ジブロモクロロメタン 0.1㎎/Ｌ以下

3 24 ジクロロ酢酸 0.03㎎/Ｌ以下 0.018mg/L以下 0.018mg/L以下 0.018mg/L以下※1

23 クロロホルム 0.06㎎/Ｌ以下

22 クロロ酢酸 0.02㎎/Ｌ以下

消
毒
副
生
成
物

21 塩素酸 0.6㎎/Ｌ以下

20 ベンゼン 0.01㎎/Ｌ以下

一
般
有
機
物

19 トリクロロエチレン 0.01㎎/Ｌ以下

18 テトラクロロエチレン 0.01㎎/Ｌ以下

17 ジクロロメタン 0.02㎎/Ｌ以下

16
シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04mg/L以下

15 1,4-ジオキサン 0.05㎎/Ｌ以下

14 四塩化炭素 0.002㎎/Ｌ以下

13 ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して，
1.0㎎/Ｌ以下

12 フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して，
0.8㎎/Ｌ以下

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10㎎/Ｌ以下

10 シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して，
0.01㎎/Ｌ以下

9 亜硝酸態窒素 0.04㎎/Ｌ以下

8 六価クロム化合物 六価クロムの量に関して，
0.05㎎/Ｌ以下 ※6

2 7 ヒ素及びその化合物
ヒ素の量に関して，

0.01㎎/Ｌ以下 0.001mg/L以下 0.001mg/L以下 0.001mg/L以下

6 鉛及びその化合物 鉛の量に関して，
0.01㎎/Ｌ以下

5 セレン及びその化合物 セレンの量に関して，
0.01㎎/Ｌ以下

カドミウムの量に関して，
0.003㎎/Ｌ以下

4 水銀及びその化合物 水銀の量に関して，
0.0005㎎/Ｌ以下

3 カドミウム及びその化合物

2 大腸菌 検出されないこと

1 1 一般細菌
1mLの検水で形成される

集落数が100以下

区分
設定項
目番号

基準
項目
別No.

水質基準項目※7 水質基準値※7

県独自基準値
大崎広域水道

10個/mL以下 10個/mL以下 10個/mL以下
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